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農業委員会の活動

基幹的農業従事者の約４割を占める女性たち。全国では、多くの女性委員が活躍しています。
地域の農地を守り持続可能な農業を創るためには、女性の力が必要です。

1農地を守り
　活かす取り組み

2担い手の育成

3農政活動

4地域活動

5情報活動

地域農業を支える農業委員会の活動を紹介
します。

農地法等に基づく法令業務の執行、今後の経営意向の聞き
取りと調整を行う。

認定農業者等の経営体への農地の利用集積、経営改善の
支援、農業者年金の加入推進活動を行うなど、農業・
農業者に関する情報を提供する。

農地利用の最適化に取り組む中で、現場の意見を受け入れ、
関係する行政機関等に意見を提出する。

地産地消の取り組みや、特産品づくりなど、地域の農業の
活性化を目指した活動を行う。

農業者の経営と暮らしを応援するため、全国農業新聞の
普及推進や地域農業の情報提供を行う。 行田市農業委員会総会の様子

農業委員・推進委員に最も期待されている業務は、農地利用の最適化です。
農地利用の最適化は、主に以下の３つの活動から成り立っています。

農業委員・農地利用
最適化推進委員の業務

活動例１ 活動例２ 活動例３

・農地所有者や担い手の意向
　把握と利用調整
・地域計画等の話し合いへの
　参加

・農地パトロール
・遊休農地再生に向けた
　働きかけ
・遊休農地の利用意向調査

・就農希望者や参入希望企業の
相談対応、農地のあっせん
・新規就農者に貸し出しできる
農地の特定

・地域住民の意向を親身に聞き
入れ、適切な農地のあっせん
を行うとともに、意向を反映
した地図を作成した

・遊休化を防ぐため、自分の
担当地区を見回り、地区内の
農地に異常がないか確認した

・就農希望者が希望する作物に
適した農地を探したり、就農
にあたっての相談を受けるな
ど、きめ細かい支援を行った

担い手への
農地の集積・集約化

遊休農地の
発生防止・解消

新規就農・
新規参入の促進



　行田市および行田市農業委員会では、以下のとおり、農業委員および農地利用最適化推進委員の推薦・応募

を受け付けます。より多くの視点を反映させるため、女性委員の登用を積極的に進めています。

主な業務

農　業　委　員 農地利用最適化推進委員

募集人数

任　　期

報　　酬

１３人

令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日

月額３６,０００円 月額３５,０００円

農業委員会の活動による農地集積の実績に応じ、国の交付金の範囲内において市長が定める
基準により算定した額を別に支給します。

●破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方。

●拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

　までの方。

２０人（別表の地区番号ごとに１人）

身　　分

募集期間

非常勤特別職

令和８年２月１２日（木）から３月１３日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く）

推薦及び
応募資格

委 員 に
なれない方

推薦及び

応募方法

選考方法 推薦または応募の理由、経歴、年齢、地域などを考慮し選考します。

任命及び
委嘱方法

そ の 他

●法令に基づく毎月の総会審査

●最適化推進の指針の作成、市長等への意見

書の提出

●農地利用最適化業務（担い手への農地利用

の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解

消、新規参入の促進）のための活動

●農地中間管理機構との連携

●農地パトロール

●農業振興業務（農業者年金、全国農業新聞

の普及）

●担当地域の審査案件の現地調査

●最適化推進の指針の作成に対して意見を述

べる

●農地利用最適化業務（担い手への農地利用

の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解

消、新規参入の促進）のための現場活動

●農地中間管理機構との連携

●農地パトロール

●農業振興業務（農業者年金、全国農業新聞

の普及）

農地に関する知識と熱意を持ち、農地利用

の最適化等の推進に関する事項、その他の

農業委員会の所掌に属する事項に関しその

職務を適切に行うことができる方。

適任と思われる方を、本人の同意を得て３人以上か団体代表者名で推薦、または自らの応募

により、募集期間中に農業委員会事務局に所定の書類を提出してください。書類は農業委員

会事務局でお受け取りいただくか、市ホームページからダウンロードしてください。

●農業委員は、過半数が認定農業者であることや、農業者以外の方で中立な立場で公正な判

断をすることができる者を１人以上含めなければなりません。また、農業委員の年齢、性

別などに著しい偏りが生じないように配慮します。

●農業委員と農地利用最適化推進委員は、同時に推薦・応募できますが、兼職はできません。

農地利用の最適化の推進に熱意と識見を有

し、担当する区域において、担い手農家へ

の農地集積・集約化、遊休農地の発生防

止・解消等の調整を行うことができる方。

選考委員会による候補者の選考を踏まえて、

市長が市議会の同意を得て任命します。

選考委員会による候補者の選考を踏まえて、

農業委員会が総会の決定を得て委嘱します。
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●
委
員
に
な
ろ
う
と
思
っ

た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

◦
き
っ
か
け
は
、
女
性
も

　

委
員
と
し
て
の
登
用
が

　

あ
る
と
薦
め
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
農
業
や

農
業
委
員
会
に
つ
い
て
の
広
い
知
識
を

深
め
ら
れ
る
と
思
い
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま

し
た
。

◦
不
耕
作
地
と
な
っ
て
い
る
農
地

の
現
状
を
見
て
、
今
後
の
農
地

利
用
や
農
業
後
継
者
の
輩
出
に

つ
い
て
、
何
か
で
き
る
こ
と
は

な
い
か
と
思
い
、
推
進
委
員
に

な
り
ま
し
た
。

●
女
性
委
員
に
な
っ
て
感
じ
た
こ

と
は
？

◦
近
隣
市
で
構
成
さ
れ
て
い
る
協

議
会
や
県
主
催
の
研
修
会
が
あ

り
、
知
見
を
広
げ
な
が
ら
農
業

　

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
方
で
、
他
の
委
員
の
方
々
と

の
情
報
交
換
会
の
よ
う
な
集
ま

り
を
増
や
し
て
い
け
る
と
、
委

　

員
活
動
の
幅
も
今
以
上
に
広
げ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◦
先
代
が
守
り
続
け
て
き
た
農
地
を
開
発
す

る
か
守
護
す
る
か
は
、
現
社
会
を
生
き
る

私
達
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ

て
い
ま
す
。

　

行
田
市
農
業
委
員
会
に
は
、
３
名
の
女
性
推
進
委
員
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
３
名
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
委
員
活
動
の
動
機
や
感
想
、
両
立
の

秘
訣
、
女
性
農
業
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
し
た
。

〔別表〕農地利用最適化推進委員の担当区域

地区
番号

地区
番号

行田、本丸、天満、城南、中央、宮本、栄町、
旭町、向町、緑町、忍１・２丁目、大字忍、
矢場１・２丁目、城西１・２・３丁目、
佐間１・２・３丁目、大字佐間、
谷郷１・２・３丁目、大字谷郷

大字小見、大字白川戸、大字荒木（⑩以外の字）

①

⑪

大字小敷田、大字中里、大字皿尾

大字上池守、大字下池守、大字和田

大字斎条

大字北河原、大字酒巻

大字南河原

大字犬塚、大字馬見塚、大字中江袋

桜町１・２・３丁目、富士見町１・２丁目、
藤原町１・２・３丁目、長野１・２・３・４・
５丁目、大字長野、大字若小玉（字八反田、
字勝呂、字中村、字鞘戸、字枳、字六本木）

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑫

大字下中条、大字須加（字役田、字六反、
字四ツ家、字舟川、字小稲荷、字中原、
字梅ノ木、字伊勢六、字大稲荷）

大字小針、大字若小玉（⑫以外の字）

大字下須戸

大字藤間、大字真名板、大字関根

⑧

⑬

⑭

⑮

大字荒木（字柳町、字寿町、字根岸、字郷地裏、
字羽鳥、字町屋、字音羽、字新堀、字宿ノ内、
字野土、字内小谷、字相生、字田町、字荒木、
字前内手、字前田、字高砂、字土手、字長善沼、
字石橋、字六本木、字荒宿、字久保町、字相ノ谷）

大字下忍、大字樋上、大字堤根

大字渡柳、大字利田、大字埼玉（字丸墓通、
字富士山通、字上埼玉通、字曾根通、字宮前通）

大字埼玉（字中道通、字愛宕通、字下埼玉通、
字百塚通、字下屋敷通、字中通、字大和田通、
字前谷通、字諏訪通、字片原通、字稲荷通、
字境松通、字二丁野通、字尾崎通）

大字野、大字埼玉（⑱⑲以外の字）

⑩

⑰

⑱

⑲

⑳

大字須加（⑧以外の字）

清水町、壱里山町、押上町、門井町１・２・３
丁目、棚田町１・２・３丁目、西新町、深水町、
持田１・２・３・４・５丁目、大字持田、
城西４・５丁目、駒形１・２丁目、大字前谷

⑨

⑯

担　当　区　域 担　当　区　域

●
仕
事
と
私
生
活
と
委
員
業
務
を
両
立
さ
れ

　
て
い
る
コ
ツ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

◦
農
業
の
仕
事
量
は
季
節
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。
農
業
が
落
ち
着
い
た
時
期
に
委
員
業

務
を
行
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
ま
た
、
家

族
の
協
力
に
よ
り
家
事
分
担
を
し
た
り
、

体
力
の
維
持
に
も
気
を
使
っ
て
い
ま
す
。

◦
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
農

地
を
深
く
知
る
こ
と
で
、
農
地

に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
た
こ

と
も
、
委
員
業
務
を
続
け
る
活

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

●
女
性
農
業
者
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

お
願
い
し
ま
す
。

◦
行
田
市
は
他
市
町
村
に
比
べ
る

と
女
性
委
員
の
割
合
が
少
な
い

の
が
現
状
で
す
。
女
性
農
業
者

は
、
仕
事
柄
、
健
康
な
身
体
に

加
え
、
広
い
視
野
を
持
て
る

方
々
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
持
つ
女
性
な
ら
で
は
の
感
性

が
、
今
後
の
行
田
市
の
農
業
を

支
え
る
大
き
な
力
に
な
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

女性推進委員
座談会



あ
な
た
の
土
地
が

　
　
狙
わ
れ
て
い
ま
す

農
地
転
用
の
許
可
権
限
が

行
田
市
に
移
譲
さ
れ
ま
す
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あ
な
た
の
土
地
が

　
　
狙
わ
れ
て
い
ま
す

農
地
転
用
の
許
可
権
限
が

行
田
市
に
移
譲
さ
れ
ま
す

　

近
頃
、
言
葉
巧
み
に
話
を
持
ち
掛
け

て
同
意
を
取
り
、
ま
た
は
同
意
を
取
ら

ず
に
、
法
令
手
続
き
を
無
視
し
て
短
期

間
に
大
量
の
土
砂
な
ど
を
堆
積
す
る
事

例
が
県
内
で
多
数
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

土
砂
を
堆
積
す
る
に
は
法
令
手
続
き

が
必
要
で
す
。
違
法
な
土
砂
な
ど
の
堆

積
が
行
わ
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
責
任

や
撤
去
費
用
の
負
担
は
、
行
為
者
だ
け

で
な
く
、
土
地
所
有
者
に
及
ぶ
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
都
合
の
良
い
話
が
あ
っ
て

も
、
安
易
に
土
地
を
貸
さ
な
い
、
定
期

的
に
土
地
を
見
回
る
な
ど
、
自
分
の
土

地
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

令
和
８
年
４
月
１
日
よ
り
、
農
地
転
用
許

可
権
限
が
埼
玉
県
か
ら
行
田
市
に
移
譲
さ
れ

ま
す
。

　

行
田
市
の
農
地
転
用
許
可
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
行
田
市
農
業
委
員
会
を
経
由
し
、

埼
玉
県
知
事
が
許
可
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
は
、
４
ha
（
４
万
㎡
）
以
下
の
農
地
転

用
に
つ
い
て
は
、
行
田
市
長
名
で
許
可
書
を

交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
権
限
移
譲
に
よ
り
、
農
地
法
許
可
申

請
の
事
務
手
続
き
の
迅
速
化
が
図
ら
れ
、
申

請
か
ら
許
可
書
交
付
ま
で
の
期
間
が
短
縮
さ

れ
ま
す
。

豊かな老後生活のために

加入しませんか？

①農業者なら広く加入できる
②少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型
③80歳までの保証がついた終身年金
④保険料は自由に決められる
⑤税制面で大きな優遇措置
⑥保険料の国庫補助
くわしくは農業委員会事務局
まで

国民年金に上乗せする公的な年金制度です

農業者年金
の う ね ん

購読しませんか？
全国農業新聞は、農業及び
農政の現状を中心に農業者
の経営とくらしに役立つ情
報をお届けします！

週刊／月４回金曜日発行
【購読料】令和８年３月まで
　月700円　年間 8,400円

（消費税込み）

令和８年４月から改定により
　月900円　年間10,800円

（消費税込み）
お申し込みは農業委員会事務局へ

経営とくらしを応援‼

農地転用許可の権限移譲
令和８年４月１日から農地転用許可等に関する権限が埼玉県から行田市に移譲されます

※行田市が権限移譲を受け、農業委員会を経由して、市長名で許可


